
 

 

 

Ⅴ 資料・用語解説 
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就学支援シート 
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ユニバーサルデザインを取り入れた学級づくり（１） 
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ユニバーサルデザインを取り入れた学級づくり（２） 
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学校生活支援シート（１） 
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学校生活支援シート（２） 
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個別指導計画（１） 
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個別指導計画（２） 
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特別支援教室リーフレット（小学校） 
 
〈表〉 

 

〈裏〉 
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特別支援教室リーフレット（中学校） 
 
〈表〉 

 

〈裏〉 
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特別支援教育啓発パンフレット（未就学児保護者向け） 
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自立活動の目標と内容（特別支援学校小学部・中学部学習指導要領より）  
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学習と行動のチェックリスト（小学校１、２学年用）（１） 

※令和３年３月東京都教育委員会発行 特別支援教室の運営ガイドラインより抜粋 
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学習と行動のチェックリスト（小学校１、２学年用）（２） 

※令和３年３月東京都教育委員会発行 特別支援教室の運営ガイドラインより抜粋 
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学習と行動のチェックリスト（小学校３、４、５、６学年用）（１） 

※令和３年３月東京都教育委員会発行 特別支援教室の運営ガイドラインより抜粋 
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学習と行動のチェックリスト（小学校３、４、５、６学年用）（２） 

※令和３年３月東京都教育委員会発行 特別支援教室の運営ガイドラインより抜粋 
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学習と行動のチェックリスト（中学生用）（１） 

※令和３年３月東京都教育委員会発行 特別支援教室の運営ガイドラインより抜粋 
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学習と行動のチェックリスト（中学生用）（２） 

※令和３年３月東京都教育委員会発行 特別支援教室の運営ガイドラインより抜粋 
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文字の読み書きチェックリスト 

※令和３年３月東京都教育委員会発行 特別支援教室の運営ガイドラインより抜粋 
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社会性・行動のチェックリスト 

※令和３年３月東京都教育委員会発行 特別支援教室の運営ガイドラインより抜粋 
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用語解説（50音順） 
 

用語 解説 

ＩＣＴ 

Information and 

 Communications 

  Technology 

情報通信機器の総称。 

 児童・生徒がその困難さを取り除いたり、軽減したりするため

の機器。（例：電子黒板、書画カメラ、タブレット端末等） 

インクルーシブ教育 

システム 

人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能

力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加

することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない

者が共に学ぶ仕組み。 

ウェルビーイング 身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、多様な

個人それぞれが幸せや生きがいを感じるとともに、個人を取り巻

く場や地域、社会が幸せや豊かさを感じられる良い状態にあるこ

と。 

学校経営方針  教育目標を達成するために学校経営計画の戦略を明らかにした

もの。経営方針は、関係法令や東京都及び市教育委員会の基本方

針を踏まえ、校長が作成する。 

学校生活支援シート  本人や保護者の希望を踏まえて、教育・保健・医療・福祉等が

連携して幼児・児童・生徒を支援していく長期計画。本人や保護

者に対する支援に関する必要な情報が記載され、乳幼児期から学

校卒業後までの一貫性のある支援を行っていくためのツール。文

部科学省では「個別の教育支援計画」という名称であるが、東京

都では、幼児・児童・生徒の学校生活を支えることが支援の中核

になることから、学校生活支援シートと呼んでいる。 

校内委員会 支援が必要な児童・生徒の在籍学級での支援状況等の情報を集

約して実態を把握し、支援レベルの見極めや支援方法、特別支援

教室での指導目標等について、巡回指導教員や巡回相談心理士等

の意見も踏まえ、様々な観点から協議・検討を行う会議。 

合理的配慮の提供  障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に定められて

いる事項。障害のある人が障害のない人と平等に人権を享受し行

使できるよう、一人ひとりの特徴や場面に応じて発生する社会的

障壁を取り除くための個別の調整や変更のこと。合理的配慮の提

供に当たっては、可能な限り合意形成を図った上で決定し、提供

されることが望ましく、国の行政機関、地方公共団体等、民間事

業者における合理的配慮の提供は法的義務である。 

子ども支援員  通常の学級で特別な教育的支援を必要とする児童・生徒の情緒

面の安定及び学校生活又は集団生活への適応を図るために、支援

を必要とする児童・生徒に対して派遣し、諸問題の解決を図る。 

公認心理師  公認心理師登録簿に文部科学省令及び厚生労働省令で定める事

項の登録を行った資格。市教育委員会における心理相談員の要件

の内のひとつである。（受験資格がある者を含む。） 

個別指導計画  学校生活支援シートに示された学校での支援を具体化した指導

計画。幼児・児童・生徒一人一人の障害の状態等に応じたきめ細

かな指導を行うことができるよう、より具体的に指導目標や指導

内容・方法を設定して作成する。 
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児童発達支援  就学前の障害のある児童に対し、施設において、日常生活の基

本動作の指導や集団生活への適応訓練を提供する。 

就学支援委員会  児童・生徒等の就学先の決定に当たって、一人一人の年齢及び

能力に応じ、かつ、特性を踏まえた十分な教育が受けられるよ

う、障害の状態等を総合的に勘案して判断するために設置してい

る調査・審議機関。 

就学支援シート  小学校に入学に当たり、家庭・幼稚園・保育園等でこれまで

「大事にしてきたこと」や「日常生活でちょっとした手助けが必

要なこと」などを小学校へ伝えるツール。 

就学時健康診断  小学校に入学する新１年生を対象に、実施しなければならな

い。健康診断の結果に基づき、治療を勧告し、保健上必要な助言

を行う、特別支援学校への就学に関し指導を行う等適切な措置を

とらなければならない。 

 当市では、就学時健康診断の際に児童の行動観察を実施し、支

援の必要な子どもの早期発見と早期支援の一つの機会としてい

る。 

スクールカウンセラー 児童・生徒に対する相談のほか、保護者及び教職員に対する相

談（カウンセリング、コンサルテーション）、教職員等への研

修、事件・事故等の緊急対応における被害児童生徒の心のケアな

どを行う。 

スクールソーシャル 

ワーカー 

教育の分野に加えて、社会福祉に関する専門的な知識等を有す

る者で、問題を抱えた児童・生徒についての環境に対する働きか

けや関係機関等とのネットワークを用いた支援等を行う。 

タブレット端末  GIGAスクール構想において、児童・生徒に 1人 1台配置した

タブレット端末のこと。通常の学級は Windows端末、特別支援学

級は iPad端末を配置し、それぞれの端末に学習支援ソフトやド

リル教材等が導入されている。 

特別支援学校  視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱

者（身体虚弱者を含む。）に対して、幼稚園、小学校、中学校又

は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は

生活上の困難さを克服し自立を図るために必要な知識技能を授け

ることを目的として設置されている学校。 

特別支援学校のセンター

的機能 

 特別支援学校が、地域の幼稚園や小学校、中学校、高校等にお

ける特別支援教育の推進・充実に向けて、各学校や区市町村教育

委員会等の要請に応じて必要な助言や援助を行う機能のこと。学

校教育法第 74条では、「特別支援学校においては、（略）、幼

稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育諸学校の要請に応

じて、第 81条第 1校に規定する幼児、児童又は生徒の教育に関

し必要な助言を行うよう努めるものとする。」と規定されてい

る。 

 

特別支援教育コーディ 

ネーター 
学校長が指名した教員で、学校内における特別支援教育の推進

役として、校内委員会の企画・運営や、関係機関との連絡調整等

や保護者に対する学校の窓口等を担う教員。 
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特別支援教育士 一般財団法人特別支援教育士資格認定協会が認定する資格。市

教育委員会における心理相談員の要件の内のひとつである。（受

験資格がある者を含む。） 

特別支援教室専門員  巡回指導教員や巡回相談心理士等の巡回日の連絡・調整、児

童・生徒の行動観察や指導の記録の作成など、巡回指導教員等と

連携して特別支援教室の円滑な運営に必要な業務を行う職員。 

保育所等訪問支援  保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、特別支援学

校等の子どもが集団生活を営む施設を訪問し、集団生活への適応

のために専門的な支援を行う。 

放課後等デイサービス  学校就学中の障害のある児童・生徒に対し、放課後や夏休み等

の長期休暇中に生活能力の向上のために必要な訓練や創作的活

動、地域交流の機会の提供等を行う。 

マルチメディアデイジー

教科書 

通常の教科書と同様のテキスト、画像を学習用タブレット端末

で再生し、テキストに音声を同期させて読むことができるもの。 

ユニバーサルデザイン  障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が利

用しやすいようあらかじめ都市や生活環境をデザインする考え

方。 

 「ユニバーサルデザイン 2020」では、国民の意識やそれに基

づくコミュニケーション等個人の行動に向けて働きかける取組

（「心のバリアフリー」分野）として、学校教育における具体的

な取組を明示している。 

臨床心理士  公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が認定する資格。市

教育委員会における心理相談員の要件の内のひとつである。（受

験資格がある者を含む。） 

臨床発達心理士  一般社団法人臨床発達心理士認定運営機構が認定する資格。市教

育委員会における心理相談員の要件の内のひとつである。（受験

資格がある者を含む。） 
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第三次東大和市特別支援教育推進計画中間年度見直し懇談会設置要綱 

（設置） 

第１条 市の特別支援教育の指針となる第三次東大和市特別支援教育推進計画の中間年度の見直し

にあたり、有識者、関係団体及び市民の意見を反映させるために、第三次東大和市特別支援教育

推進計画中間年度見直し懇談会（以下「懇談会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 懇談会は、特別支援教育推進計画の見直しに関する内容について意見をまとめ、教育長に

報告する。 

（構成等） 

第３条 懇談会は、次に掲げる委員１３人以内をもって組織する。 

（１）学識経験者 １人 

（２）小・中学校の校長の職にある者 ２人 

（３）小・中学校の特別支援学級の教職員 ４人 

（４）教育指導課長 １人 

（５）教育相談員 １人 

（６）特別支援学校・特別支援学級・特別支援教室に在籍している児童・生徒の保護者 ３人以内 

２ 学識経験者は懇談会の円滑な進行を図るため、懇談会においてアドバイザーの役割を担い、特

別支援教育制度、市民への理解促進に関すること及び特別支援教育推進計画に関し必要な事項等

について助言する。 

３ 懇談会に座長及び副座長を置く。座長は学識経験者とし、副座長は座長が指名する。 

４ 座長は、懇談会を招集し、総括するとともに、懇談会の議長となる。 

５ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 （意見等の聴取） 

第４条 懇談会は、必要に応じて、懇談会委員以外の者の出席を求め、意見を聴取することができ

る。 

（事務局） 

第５条 懇談会の庶務は、教育部教育指導課において処理する。 

（設置期間） 

第６条 懇談会の設置期間は、第２条に掲げる事項について意見を教育長に報告するまでとする。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この要綱は、第６条に掲げる設置期間の満了をもって、その効力を失う。 
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【第三次東大和市特別支援教育推進計画中間年度見直し懇談会委員名簿】 

 

氏名 選出区分 所属 

三森 睦子 学識経験者 
星槎大学総合キャリア支援 

センター特任准教授 

吉村 浩 小・中学校の校長の職にある者 東大和市立第七小学校長 

大島 清和 小・中学校の校長の職にある者 東大和市立第二中学校長 

池田 真枝 小・中学校の特別支援学級の教職員 
東大和市立第九小学校わかば 

学級教員 

南條 裕介 小・中学校の特別支援学級の教職員 東大和市立第一中学校 I組教員 

川畑 眞美 小・中学校の特別支援学級の教職員 
東大和市立第七小学校ななもり

学級巡回指導教員 

中橋 文 小・中学校の特別支援学級の教職員 
東大和市立第二中学校ステップ

教室巡回指導教員 

石田 玲奈 教育指導課長 
東大和市教育委員会教育部参事

兼教育指導課長事務取扱 

宮川 由美 教育相談員 
東大和市教育委員会教育部教育

指導課巡回指導員 

本田 未奈 委員の構成要件を満たす市民   
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【第三次東大和市特別支援教育推進計画中間年度見直し懇談会経過】 

 

区分 日程・会場 主な内容 

第１回 

令和６年１０月９日 

午後３時１５分 

～４時４５分 

東大和市立中央公民館 

・委員紹介、座長・副座長の選出について 

・第三次東大和市特別支援教育推進計画中間年

度見直しの趣旨について 

・国・都等の特別支援教育の動向について 

・第三次東大和市特別支援教育推進計画の実施

状況等について 

・意見交換 

第２回 

令和６年１２月１１日 

午後３時１５分 

～４時４５分 

東大和市役所会議棟 

・第三次東大和市特別支援教育推進計画（中間

年度見直し）案の確認について 

・特別支援教育の充実について 

・意見交換 

第３回 
令和７年２月２５日 

書面開催 

・第三次東大和市特別支援教育推進計画（中間

年度見直し）案について 

 

 

 

 

【パブリックコメント】 

 

募集期間 計画（案）閲覧方法 意見 

令和７年１月６日（月）～ 

 令和７年２月４日（火） 

・市報１月１日号に掲載 

・市公式ホームページ及び市公式ＳＮＳに掲載 

・市役所（教育指導課）、市公式ホームページ 

 において計画案の閲覧 

０件 
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